
 

 

 

 

 

東加古川子育て世代包括支援センターにおける業務時間の変更について 

 

１ 概 要 

  当所における現在の業務の開始時間を１時間、終了時間を３０分前倒しします。 

・現行「１０時から１８時まで」 ・変更後「９時から１７時３０分まで」 

   ※月間の休業日数は現行どおりです。 

 

２ 実施の背景 

 (１) 当センターは東加古川市民総合サービスプラザ内に設置しており、東加古川市民総合サ

ービスプラザの業務時間の変更に伴い、当センターの業務時間を変更するものです。 

 

 (２) 現在、母子健康手帳の交付や妊産婦相談等については、基本的に事前の予約制としてい

ます。予約状況については、１日８枠のうち、半数以上が午前中（１０時～１１時、１１時

～１２時）の２枠に予約が集中しており、１６時以降の予約は少なく、１７時以降の予約は

ほぼありません。 

 

３ 実施予定日 

  令和６年１０月１日（火曜日） 

   

４ 実施までのスケジュール 

・令和６年７月 設置管理要綱の一部改正 

       ７月～９月 市民への周知 

              

５ 市民への周知方法 

  ・広報かこがわ９月号、市ホームページへの記事掲載 

  ・利用者へのチラシ配布、各施設へのポスター掲出 等 

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ９ 日 

福 祉 環 境 常 任 委 員 会 資 料 

こ ど も 部 育 児 保 健 課 

 


